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豊明市職員採用候補者試験 
受 験 案 内 

  行政職（公認心理師） 
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市章は、豊明の「トヨ」の文字を図案化して両翼に輪舞

する人型をとって市民の協力と飛躍を表わしたものであ

り、昭和41年10月1日に制定されました。 

 

 

 

 

豊明市は、二万五千もの大群で尾張に攻め込む今川軍

を、わずか三千の織田軍が打ち破った大金星の一戦と言

える「桶狭間の戦い」の舞台となったまちです。市内に

は国指定史跡の「桶狭間古戦場伝説地」をはじめ歴史あ

る史跡が多く残されています。 
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公認心理師（専門員）の募集について 
 

 

重層支援センターにおける幅広い相談体制の構築（迅速に的確な援助につなげる）のため、

公認心理師を募集します。 

 専門資格を有する人や関係各機関と連携し、不登校支援をはじめとした対象者に包括的な

支援を提供する重要な役割を担っていただきます。 

 

 

 

１ 採用時期 

  令和７年４月１日 

 

２ 職種区分、採用予定人数及び受験資格 

 

職種区分 採用予定人数 受験資格等 

行政職 

（公認心理師） 
１名 

次の①②③のすべてを満たしている人。 

① 令和７年４月１日現在で満５０歳未満（昭和５

０年４月２日以降生まれ）である人。 

② 大学を卒業しており、公認心理師法に基づく公

認心理師資格を有し、公認心理師登録簿への登録

を受けている人。 

③ 申し込み時点で「児童・生徒をはじめとした 

若者に対する相談・支援業務」の従事経験の期間

が１５年以上ある人（正規・非正規を問わない）。 

※ 「大学」とは学校教育法による学校その他これらに相当すると認められる学校等をいい、４年制

大学に相当する学校をいいます。 

 

次のいずれかに該当する人は受験できません（地方公務員法第１６条）。 

 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなく

なるまでの者 

２ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

 

 

３ 申込方法及び提出書類等 

（１） 本市職員採用サイトからエントリーしてください（当該サイトに必要事項を全て 

入力してください）。 

 （２） エントリーの際に公認心理師登録簿に登録されていることを証明する書類（公認 

心理師登録証）の写しをデータで添付してください。 
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４ 試験日程・内容 

   

試験区分 試験日 試験内容 会場 

第１次試験 期限までにエントリー 
書類選考 

（実務経歴等エントリー内容）

による選考 
― 

第２次試験 令和７年１月２９日（水） 面接試験 豊明市役所 

  ※試験日程及び会場については、事情により変更する場合があります。その場合は、応 

募者に対し、個別に連絡します。 

  ※試験結果については、合否関わらず通知します。第２次試験の詳細は、第１次試験合 

格者に送付する通知でご確認ください。 

 

５ エントリー受付期間 

  令和７年１月８日（水）９時００分から同年１月１７日（金）１７時３０分まで 
※ エントリー受付期間を過ぎたものは、いかなる理由があっても受付できません。 

    諸事情により、うまくエントリーできないなどがございましたら、秘書広報課人事係まで 

お問い合わせください。 

 

６ 給与 

（１） 役職及び給料月額 

    専門員級 月額３３４,６５６円～（給料月額に対する地域手当 12％加算を含む。） 

※上記金額は専門員級の最低金額です。実際の支給額は、最終学歴以降、本市に採 

用されるまでの年数等により加算される場合があります。 

（２） 賞与（期末手当及び勤勉手当） 

    給料月額＋地域手当の４．６月分（年間：予定） 

    ※採用日、在職期間等の要件により、支給額が異なります。 

（３） 通勤手当 

    通勤距離により支給（例：自家用自動車使用時の月額上限額３１,６００円） 

（４） その他の主な手当 

    扶養手当（被扶養者の有無による）、住居手当 

（５） 給与改定 

上記給与については、人事院勧告に準じ、改定される可能性があります。 

 

７ 勤務時間、休日、休暇等 

（１） 勤務時間 

    週３８時間４５分 午前８時３０分から午後５時１５分まで（うち休憩６０分） 

（２） 休日 

    土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

（３） 主な休暇 

    年次有給休暇、夏季休暇、結婚休暇、忌引休暇、病気休暇、子の看護休暇等 

 

８ 服務 

  地方公務員法の規定により、営利企業等への従事が制限されます。 
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【問い合わせ先】 

         豊明市役所 行政経営部 秘書広報課 人事係（本館３階） 

          〒470-1195 愛知県豊明市新田町子持松１番地１ 

            電話 ０５６２－９２－８３６０（直通） 


